
ＴＯＨＯシネマズ株式会社から申請があった確約計画の認定について 

 

令和５年１０月３日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は、ＴＯＨＯシネマズ株式会社（以下「ＴＯＨＯシネマズ」とい

う。）に対し、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同社の後記３の

行為が独占禁止法第１９条（不公正な取引方法第１２項（拘束条件付取引））の規定

に違反する疑いが認められた。公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付

すことで、ＴＯＨＯシネマズによって当該行為を排除するための措置が速やかに実施

されることにより、競争の早期回復が図られると認め、令和５年６月２８日、同法第

４８条の２の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行った。 

今般、ＴＯＨＯシネマズから、公正取引委員会に対し、同法第４８条の３第１項の

規定に基づき、後記３の行為を排除するために必要な措置の実施に関する確約計画の

認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は当該行為を排除する

ために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであ

ると認め、本日、同法第４８条の３第３項の規定に基づき、当該確約計画を認定し

た（注１）（注２）。 

なお、本認定は、公正取引委員会が、ＴＯＨＯシネマズの後記３の行為が独占禁止

法の規定に違反することを認定したものではない。 
（注１）確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定

するという、独占禁止法に基づく行政処分である。 

（注２）公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、独占禁止法

第４８条の５第１項の規定により当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開するこ

ととなる。 

 

１ 申請者の概要 

法 人 番 号 8010001087623 

名 称 ＴＯＨＯシネマズ株式会社 

所 在 地 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 

代 表 者 代表取締役 池田 隆之 

 

２ 映画作品に係る興行会社と配給会社との取引等 

⑴ ＴＯＨＯシネマズは、興行会社（注３）として、配給会社（注４）から映画作品の配給

を受け、自社が運営する映画館で映画作品を上映している。 

ＴＯＨＯシネマズは、国内において７５の映画館（他の興行会社と共同で経営

する４つの映画館を含む。）を運営している。また、ＴＯＨＯシネマズは、当該

他の興行会社以外の３３の興行会社から委託を受けて、それらが運営する国内の

４７の映画館について、番組編成業務（上映する映画作品の選定、配給会社との
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交渉、配給会社との契約締結に関する業務等）を行っている。 

⑵ 配給会社は、映画作品（日本国内の映画館で初めて劇場公開（注５）される予定の

ものに限る。）ごとに、興行会社に対してオファー（注６）を行い、興行会社との交

渉を経て、上映する映画館を決定している。また、配給会社は、メイン館（注７）の

候補とする映画館を選定した上で、当該映画館を運営する興行会社にオファーを

行い、メイン館を決定することが一般的であり、メイン館の決定後に他の興行会

社へのオファーを行っている。 

⑶ 配給会社から興行会社に対するオファーは、上映する映画館の数を限定せずに

行われる場合もあれば、配給会社が映画作品ごとに想定する目標興行収入等を踏

まえ、上映する映画館の数を限定して行われる場合もある（以下、上映する映画

館の数を限定する予定の映画作品を「限定作品」という。）。限定作品について

は、配給会社において、地域ごとに、上映を希望する映画館を指定した上で興行

会社にオファーが行われており、また、メイン館を運営する興行会社以外の興行

会社に対するオファーは、メイン館及びメイン館以外の当該限定作品を上映する

メイン館系映画館（注８）が決まった後に行われている。 

⑷ 映画作品の上映に際しては、映画館ごとに観客動員数の確保及び維持が必要な

ことから、興行会社及び配給会社は、限定作品では、同一地域内において同一の

映画作品を上映する映画館の数を限定する傾向にある。 
（注３）自ら運営する映画館において映画作品の興行を行う事業者をいう。 

（注４）映画作品を興行会社に配給する事業者をいう。 

（注５）制作当初から映画館で上映することを目的として制作された映画作品を映画館で上映すること（興行会

社以外の第三者が主催する催しにおいて映画作品を上映する場合を除く。）をいう。 

（注６）配給会社が、自ら配給する映画作品ごとに、興行会社に対して行う、当該興行会社が自ら運営する映画

館（当該興行会社が他の興行会社の運営する映画館における番組編成業務を請け負っている場合は、当

該映画館を含む。）における上映の申込みをいう。 

（注７）映画作品ごとに、当該映画作品の配給会社と当該映画作品を上映するいずれかの興行会社との間で設定

される映画館であって、出演者による舞台挨拶の実施など、当該映画作品の興行の中心とされるものを

いう。 

（注８）メイン館を運営する興行会社が自ら運営する映画館（当該興行会社が他の興行会社の運営する映画館に

おける番組編成業務を請け負っている場合は、当該映画館を含む。）をいう。 

 

３ 違反被疑行為の概要 

ＴＯＨＯシネマズは、遅くとも平成２８年１１月頃以降、自社に映画作品を配給

する配給会社に対して、次のいずれか又は複数を求めることによって、自社を他の

興行会社よりも有利に取り扱うよう要請するとともに、当該要請に従わない場合に

は今後当該配給会社に係る映画作品の上映に応じない旨などを伝えることにより、

当該配給会社に対し、当該要請に従うようにさせている。 

⑴ 配給会社が限定作品とする映画作品について、当該配給会社は 

ア 当該映画作品のメイン館を決定しようとする場合に行うオファーに関しては、

原則として、興行会社の中でＴＯＨＯシネマズを最初のオファーの相手方とす

る 

イ 当該映画作品のメイン館を他の興行会社の運営する映画館とすることに決定

しており、かつ、メイン館系映画館（当該メイン館を含み、ＴＯＨＯシネマズ

系映画館（注９）を除く。以下同じ。）に加えて、当該メイン館系映画館以外の映

画館における上映も予定している場合に行うオファーに関しては、上映を予定

している地域ごとに、当該地域に所在するメイン館系映画館を対象とするオ



 

ファーの次に、ＴＯＨＯシネマズに対して当該地域に所在するＴＯＨＯシネマ

ズ系映画館を対象とするオファーを行うなどする 

こと。 

⑵ ＴＯＨＯシネマズ系映画館がメイン館となった映画作品について、ＴＯＨＯシ

ネマズが指定した他の興行会社の運営する映画館へのオファーを見合わせるなど

すること。 
（注９）ＴＯＨＯシネマズが自ら運営している映画館又はＴＯＨＯシネマズが番組編成業務を請け負っている他

の興行会社の運営する映画館をいう。 

 

４ 独占禁止法上の考え方 

⑴ 市場における有力な事業者が、取引先事業者に対し、自己の競争者との取引等

の制限をするなどの取引先事業者の事業活動を拘束する条件を付けて取引を行う

ことにより、新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減

少するような状態をもたらすおそれが生じる場合は、独占禁止法上問題となる

（不公正な取引方法第１２項（拘束条件付取引））。  

⑵ 映画館の運営においては、観客動員数を維持及び増加させるために魅力的な映

画作品を確保することが重要である。興行会社は、自社の映画館で上映する映画

作品を確保するため、配給会社から映画作品の配給を受けることを巡り、互いに

競争していると考えられる。 

前記３の行為は、ＴＯＨＯシネマズ以外の興行会社が配給会社からのオファー

を受ける機会を減少させ、その結果、映画作品の配給を受ける機会を減少させ得

るものと考えられる。 

 

５ 確約計画の概要 

⑴ 前記３の行為を取りやめること。 

⑵ 前記⑴及び後記⑷の措置を採ることを取締役会で決議すること。 

⑶ 前記⑵に基づいて採った措置及び前記⑴の措置を採る旨を、配給会社に通知し、

かつ、自社の従業員に周知徹底すること。 

⑷ 今後、前記３と同様の行為を行わないこととし、この措置を今後３年間実施す

ること。 

⑸ 次の事項を行うために必要な措置を講じること。 

ア 配給会社との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並び

に自社の役員及び従業員に対する周知徹底。 

イ 配給会社との取引に関する独占禁止法の遵守についての番組編成業務を担当

する役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監

査。 

⑹ 前記⑴から⑶まで及び前記⑸の措置の履行状況を公正取引委員会に報告するこ

と。 

⑺ 前記⑷の措置及び前記⑸イに基づいて講じた措置の履行状況を、今後３年間、

毎年、公正取引委員会に報告すること。 

 

６ 確約計画の認定 

公正取引委員会は、次のとおり、前記５の確約計画が独占禁止法に規定する認定

要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。 



 

⑴ 措置内容の十分性 

前記５の確約計画に記載の措置の内容は、違反被疑行為の取りやめ（前記

５⑴）、違反被疑行為の取りやめ及び将来不作為についての取締役会決議（前記

５⑵）、配給会社への通知及び自社従業員への周知徹底（前記５⑶）、将来不作

為（前記５⑷）を備えており、前記３の行為を排除するために十分であると判断

した。 

⑵ 措置実施の確実性 

ＴＯＨＯシネマズは、前記５の確約計画においてコンプライアンス体制の整備

を措置に含めていること、措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、

当該措置の履行状況の報告を行うこととしていることから、前記５の確約計画は

確実に実施されると判断した。 


